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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年６月１４日 １６時００分ごろ 

発生場所 和歌山県海南
かいなん

市戸坂
とさか

漁港北西方沖 

海南市所在のツブネ鼻灯台から真方位０５０°３,１５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０８.９′ 東経１３５°０８.８′） 

事故調査の経過 平成２３年６月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 天神
てんじん

丸、１.０トン 

ＷＫ３－２０１５０（漁船登録番号）、個人所有 

７.８７ｍ（Lr）×１.９１ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和６３年４月３０日 

Ｂ 漁船 紫
むらさき

丸、０.９９トン 

ＷＫ３－１６８３２（漁船登録番号）、個人所有 

４.９３ｍ（Lr）×１.４５ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数３０、昭和５４年７月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和４９年１１月８日 

免許証交付日 平成２１年３月２４日 

（平成２６年１２月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和４９年１１月８日 

免許証交付日 平成２１年３月２４日 

（平成２６年１２月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部に擦過傷、プロペラが曲損 

Ｂ 右舷中央部から船尾付近にかけての船側外板に破口 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船を含む僚船６隻と共に戸坂漁港

北西方約１海里の漁場において刺網漁の投網を行い、船長Ａは、投網を終

えたとき、Ａ船の陸側に僚船１隻（以下「Ｃ船」という。）と更に陸岸寄り

にＢ船がいるのを確認した。 

船長Ａは、平成２３年６月１４日１５時５７分ごろ漁場を発進して戸坂

漁港に向けて帰航を始め、操舵室で立って手動操舵に当たり、速力約１１
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ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で同漁港西側の海南市園ノ
そのの

鼻
はな

へ向け

て南東進した。 

船長Ａは、漁場発進後に前方を見たとき、右舷船首方２００～３００ｍ

付近に同航するＣ船と右舷前方に和歌山県和歌山下津港海南区から出港し

た小型タンカーの２隻が視認できたので、この２隻のほかには前方に船舶

はいないものと思い、前日に機関の潤滑油を交換したので、油圧計を確認

したり、中腰の状態になって操舵室床面の開口部から機関の状態を確認し

たりしながら、同じ針路及び速力で航行した。 

Ａ船は、１６時００分ごろ、戸坂漁港北西方沖において、Ａ船の船首部

とＢ船の右舷中央部とが衝突し、船長Ａは、衝撃を感じて立ち上がり、周

囲を確認したところ、転覆したＢ船とＢ船付近に船長Ｂを認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船を含む僚船６隻と共に漁場にお

いて、７隻が南北方向に並び、その最も南側（陸岸寄り）に位置して西進

しながら船尾から刺網を投網していた。 

船長Ａは、転覆したＢ船に接近したところ、船長ＢがＢ船の船尾付近で

意識のない状態で浮いていたので、僚船や漁業協同組合の応援を得て引き

上げた。 

船長Ｂは、病院に搬送されたが、全身打撲等の外傷性ショックによる死

亡が確認された。 

Ｂ船は、巡視艇などによって戸坂漁港へえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 Ａ船は、長さ約１３０ｍの刺網１８枚を投入した。 

Ａ船は、約１１kn で航行中、船首浮上による死角は生じておらず、前方

の見通しは良好であった。 

Ｂ船は、操舵室がなく、船尾に船外機を備えた和船型の漁船であり、投

網時には、低速力で航行しながら船尾から刺網を投入していた。 

船長Ａは、救命胴衣を着用していたが、船長Ｂは、着用していなかっ

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ船は、戸坂漁港北西方沖を南東進中、船長Ａ

が、本事故前日に機関の潤滑油を交換したので、

油圧計を確認したり、操舵室床面の開口部から機

関の状態を確認したりし、適切な見張りを行って

いなかったことから、前路で投網中のＢ船に気付

かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、戸坂漁港北西方沖において、刺網を投

網しながら西進中、Ａ船と衝突したものと考えら

れるが、船長Ｂが本事故により死亡したことか

ら、衝突に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

船長Ｂの死因は、全身打撲等の外傷性ショック

であった。 
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原因 本事故は、戸坂漁港北西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が刺網を

投網しながら西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・常時適切な見張りを行い、小型船舶を見落とさないようにすること。 

・救命胴衣を着用すること。 

 




